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福井県内経営専門家のための省エネ・脱炭素経営支援セミナー
～取組み紹介～

令和５年１月23日

環境省中部地方環境事務所地域脱炭素創生室 新原修一郎
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１．脱炭素経営とは
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脱炭素経営を巡る動き
【背景】

• 「2050年カーボンニュートラル」が世界の潮流に
• 大企業（グローバル企業）を中心に、脱炭素経営に取り組む企業が急速に拡大
• 中小企業含むサプライチェーン全体の排出量の削減を目指す動きや、金融機関が

融資先の取組状況を踏まえて融資を行うケースが拡大

中小企業にとっても、排出削減の取組は、光熱費・燃料費削減といった経営上の
「守り」の要素だけでなく、
取引機会獲得・売上拡大や金融機関からの融資獲得といった「攻め」の要素に

大きく社会が変化していく中で、ニーズを捉えれば、
大きな成長が望めるチャンス！
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脱炭素経営とは何か？

脱炭素経営とは、気候変動対策の視点を織り込んだ企業経営のこと
従来の企業の気候変動対策は、あくまでCSR活動の一環として行われていたが、近年で
は、気候変動対策が企業にとって経営上の重要課題となっている

経営

環境・
CSR

事業

経理・
財務

気候変動対策が
企業経営上の重要課題に

出典：『TCFDを活用した経営戦略立案のススメ ～気候関連リスク・機会を織り込むシナリオ分析実践ガイドver3.0～』より環境省作成
http://www.env.go.jp/policy/policy/tcfd/TCFDguide_ver3_0_J_2.pdf

【従来】
気候変動対策＝コスト増加
気候変動対策＝環境・CSR担当が、CSR活動の一環
として行うもの

【脱炭素経営】
気候変動対策＝経営上の重要課題として、全
社を挙げて取り組むもの
単なるコスト増加ではなく、リスク低減と成長の
チャンス（未来への投資）
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脱炭素経営に取り組むメリットとは？
【中小企業が脱炭素経営に取り組む５つのメリット】
＜メリット①＞優位性の構築

取引先からの脱炭素化の要請に対応することができ、売上や受注機会を維持または拡大

エネルギー消費の効率化や再エネ活用等により、電気料金をはじめとする光熱費・燃料費を
削減

いち早く脱炭素経営に取り組むことで、先進的企業としてメディアへの掲載や国・自治体からの表
彰を受け、知名度や認知度が向上

気候変動問題に取り組む姿勢を示すことで、社員の共感・信頼を獲得し、社員のモチベーション向
上に。また、「この会社で働きたい」という意欲を持った人材を集める効果が期待（若い世代は環境・
社会課題への取組を会社選びの新基準に）。

融資先の気候変動対策への取組状況を融資時の評価基準の一つとする金融機関が増える
中で、低金利融資の獲得や、再エネ導入等に対象を限定した融資メニューの活用が可能に

＜メリット②＞光熱費・燃料費の低減

＜メリット③＞知名度や認知度の向上

＜メリット④＞社員のモチベーション向上や人材獲得力の強化

＜メリット⑤＞好条件での資金調達



6

脱炭素経営2つのポイント

１．自社の排出量の見える化：CO2排出量を把握し、開示する

・ 現状の自社の排出量を把握していないと削減目標の計画も困難

２．自社の排出量の削減 ：削減方法を特定し、対策を打つ

・経営改善の追求と一体で → 省エネ
・脱炭素時代の競争優位を → エネルギー転換（ガス、再エネ、水素等）
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２．取組み支援メニュー（事業者向け）
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設備支援＿工場・事業場の脱炭素化支援
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設備支援＿太陽光発電・蓄電池の導入支援
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ZEB化支援＿建築物等の脱炭素化・レジリエンス強化
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３．取組み支援メニュー（支援機関向け）
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体制支援＿ESG金融の実践体制の支援
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体制支援＿地域ぐるみでの中小企業支援体制の支援



事業者に対して、脱炭素化に
向けた設備更新への補助、
ESG金融の拡大等

事業者に対して、削減計画
策定支援（モデル事業や
ガイドブック等）

中小企業における脱炭素化促進に向けた環境省の取組

取組の動機付け
（知る）

排出量の算定
（測る）

削減目標・計画の策定、脱炭素設備投資
（減らす）

【脱炭素化への取組のステップ】 取組が評価され企業価値が向上、投融資や事業機会が拡大

・省CO2型設備更新支援
（1/3, 1/2 or CO2削減比に応じた補助）
・サプライチェーン企業が連携し
た設備更新（1/2 or 1/3補助)

・ESGリース促進
・環境金融の拡大に向けた利子
補給事業(年利１％上限）

支援人材

①地域ぐるみでの支援体制構築
○地域金融機関、商工会議所等の経済団体、中小企業大学校など(支援機関）の人材が、中小企業を支援する支援人材
となるための育成支援（支援機関に対して公募によるモデル事業を実施予定）【R5新規】
○金融機関等から中小企業への助言ができるよう、脱炭素化支援に関する資格の認定制度を検討

②算定ツールや情報
の提供
○支援人材が、中小企
業を回る際に使う説明
ツールの提供【R5新規】
○事業者に対する温室
効果ガス排出量の算定
ツール(見える化）の提
供【R5新規】

中小企業

環境省

支援機関

中小企業 中小企業

サプライチェーン全体での脱炭素化促進に向け、環境省では中小企業に対して、多様性のある
事業者ニーズを踏まえて、①地域ぐるみでの支援体制の構築、②算定ツールや情報の提供、
③削減目標・計画の策定、脱炭素設備投資に取り組んでいく。

【支援体制構築イメージ】

・CO2削減目標・計画策
定支援（モデル事業・
補助）

・削減目標・計画に係るセ
ミナー開催、ガイドブック
策定

③削減目標・計画の策定、脱炭素設備投資

地域ぐるみでの中小企業支援体制_事業イメージ
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資金支援＿利子補給促進（利子補給）
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資金支援＿ESGリースの促進（リース料の補助）
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ESG地域金融実践ガイドの活用

「ESG地域金融実践ガイド」は、地域におけるESG金融促進事業」を
通じて得られた経験と成果を共有し、これからESGに取り組もうとする地
域金融機関にとって道しるべとなることを目的とした手引きです。

○ESG地域金融実践ガイドでは、これまで支援事例をまとめています。
※2021年度は10件（12の地域金融機関）の事例を選定し、支援しております。
＜URL＞

ESG地域金融実践ガイド（https://www.env.go.jp/press/110824.html）
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４．参考資料
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中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブックの活用

STEP１

STEP２

STEP３

STEP４

長期的なエネルギー転換の方針の検討

短中期的な省エネ対策の洗い出し

再生可能エネルギー電気の調達手段の検討

削減対策の精査と計画への取りまとめ

「中小規模事業者のための脱炭素経営ハンドブック」でも、脱炭素経
営のメリットや取組事例を紹介しつつ、排出削減計画の策定に向けた
検討手順を解説しています。

URL： https://www.env.go.jp/earth/datsutansokeiei.html
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STEP1_長期的なエネルギー転換の方針の検討

燃料消費に伴うCO2排出を、省エネ対策のみで大幅に削減することは困難。
このため、エネルギーの種類をCO2排出の小さいものに転換していくことが必要。
具体的には、都市ガスや重油等を利用している主要設備の電化や、バイオマス・水素等への燃料
転換など、長期的なエネルギー転換の方針を検討。

【電化の主な例】
ボイラ：ヒートポンプに転換。
焼却炉：電気加熱炉に転換。
自動車：ガソリン車またはディーゼル車からハイブリッド車や電気自動車へ転換。

【バイオマス利用の主な例】
ボイラ：ヒートポンプに転換。

※燃料（未利用材、廃材、バイオディーゼル燃料など）の安定調達の可能性を検証する必要あり。

【水素利用の主な例】
自動車：ガソリン車またはディーゼル車から燃料自動車（FCV）に転換。
工業炉：水素バーナーに転換。
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STEP2_短中期的な省エネ対策の洗い出し

エネルギー転換の内容や時期を踏まえながら、既存設備の稼働の最適化やエネルギーロスの低
減を図る。設備導入の際には国等の補助金も最大限活用。
STEP2を実施した段階で、エネルギー転換やSTEP2の省エネ対策により、GHGがどの程度削減
されるのか、概算してみる。

【代表的な省エネ対策】
運用改善
空調機のフィルターのコイル等の清掃、空調・換気不要空間への空調・換気停止や運転時間短縮、
冷暖房設定温度・湿度の緩和、コンプレッサーの吐出圧の低減、配管の空気漏れ対策、不要箇所・不要時間
帯の消灯など。

部分更新・機能付加
空調室外機の放熱環境改善、空調・換気のスケジュール運転・断続運転制御の導入、
窓の断熱性・遮熱性向上（フィルム、塗料、ガラス、ブラインド等）、蒸気配管・蒸気バルブ・フランジ等
の断熱強化、
照明制御機能（タイマー、センサー等）の追加、ポンプ・ファン・ブロワーの流量・圧力調整（回転数制御
等）など。

設備導入
高効率パッケージエアコンの導入、適正容量の高効率コンプレッサーの導入、LED照明の導入、
高効率誘導灯（LED等）の導入、高効率変圧器の導入、プレミアム効率モーター（IE3）等の導入、
高効率冷凍・冷蔵設備の導入、高効率給湯機の導入など。
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STEP3_再生可能エネルギー電気の調達手段の検討
再エネ由来の電気は、CO2ゼロの代表的・汎用的なエネルギー。
調達方法は、①小売電気事業者との契約(再エネ電気メニュー)、②自家発電・自家消費、
③再エネ電力証書等の購入、に整理される。
調達方法は、必要とする再エネ電気の調達量や事業所の立地状況、自社におけるレジリエンス電
源の必要性等を勘案して、選択、組み合わせる。

【③再エネ100％メニューに切り替える際の検討ポイント】
以下の資料を準備したうえで、複数の小売電気事業者から見積を取得する。

• 現在契約中の「電力会社」「契約種別」「契約容量」がわかる資料（電気御使用量のお知らせ（検針票））
• 月別の電力使用量、及び電力使用料金（可能であれば1年、少なくとも複数月
• （既に電力プランを切替済みの場合）現在の電力プランの説明資料

【②太陽光発電を用いた自家消費の検討ポイント】
発電容量の検討
• 日中のみ発電し、日射量は季節によって変動する、などの太陽光発電の特性を踏まえる。
• そのうえで、年間を通じて発電の出力変動が事業所における電力需要の変動におおむね収まるようにする。
屋根の強度・形状・素材
• 架台の支持点には局部的な荷重が作用するため、屋根の強度を考慮する必要がある。
第三者保有モデルの適用可能性
• 第三者所有モデルとは、電気の需要家が敷地や屋根のスペースを提供し、第三者が無償で太陽光発電設備を設
置するとともに、需要家と太陽光発電設置者が電力供給契約を結び、発電電力を需要家が購入するもの。

• 発電設備設置のためのイニシャルコストがかからないなどのメリットがある。
• 長期契約が必要になるため需要家の信用力が必要となることや、契約期間中の需要家の建物移転や倒産等のリ
スクがあることが導入の障壁になっており、留意が必要。
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STEP4_削減計画の精査と計画への取りまとめ
STEP1～STEP3の検討結果をとりまとめ、洗い出した削減対策について定量的に整理する。
可能な範囲で各削減対策の実施時期を決めた上で、削減計画として整理する。

対策 対策
実施年

計画期間（年）
費用等

2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030

対策①
（省エネ：運用改善）

2021
年

排出削減量：x
投資金額：なし
光熱費・燃料費増減額：a

対策②
（設備更新）

2025
年

排出削減量：y
投資金額：B
光熱費・燃料費増減額：b

対策③
（再エネ電気メニューへの
切替）

2023
年

排出削減量：z
投資金額：なし
光熱費・燃料費増減額：c

排出削減量 x x x+z x+z x+y+z x+y+z x+y+z x+y+z x+y+z x+y+z

キャッシュフロー[千円] a a a+c a+c B+
a+b+c a+b+c a+b+c a+b+c a+b+c a+b+c

工事

実施

実施

実施

洗い出した削減対策について、
想定される
①GHG削減量（t-CO2/年）
②投資金額（円）
③光熱費・燃料費の増減（円/年）
を定量的に整理する。

可能な範囲で、各削減対策の実施時期を決めたうえで、各年の以下の項目を集計する。
• 温室効果ガス排出削減量（実施した各削減対策による①の総和）
• キャッシュフローへの影響（実施した各削減対策による②と③の総和）
整理した削減計画を精査し、目標達成は可能か、GHG排出削減に係る追加的な費用支出を許容できるか、
削減対策の実現に向けた詳細検討をどのように進めるか、という観点で、適宜見直す。



24

【お問合せ先】
環境省中部地方環境事務所
地域脱炭素創生室
CN-CHUBU@env.go.jp

052-385-4248


